賃　貸　借　契　約　書
	件名
	　広島市交通科学館展示資料収集研究システム賃貸借及び機器等保守業務

	借入場所
	　ヌマジ交通ミュージアム（広島市交通科学館）

	契約期間
	　契約締結の日から令和１３年２月２８日まで

	賃貸借期間
	　令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで

	契約金額
	　　月　額　　　　　　　　　　　　　円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　円）

	支払方法等
	　公益財団法人広島市文化財団賃貸借約款（長期継続契約用）のとおり

	契約保証金
	　要　契約金額（月額単価）に１２か月を乗じて得た額の１００分の１０以上
（ただし、広島市契約規則第３１条第１号、３号又は第６号に該当する場合は、免除する。）

	その他の

契約事項
	　公益財団法人広島市文化財団賃貸借約款（長期継続契約用）のとおり。

	特約条項
	　なし

	適用除外事項
	　なし

	管轄裁判所
	　広島地方裁判所


上記の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の公益財団法人広島市文化財団賃貸借約款（長期継続契約用）によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日
賃借人　広島市中区加古町４番１７号
公益財団法人広島市文化財団

理  事  長    胡麻田　泰江
賃貸人　
